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第
３
章　
「
地
域
が
ん
」「
小
児
救
急
」
の
拠
点
病
院

「
地
域
が
ん
」
拠
点
病
院
に

　

平
成
23
年
４
月
、
市
立
病
院
は
「
地
域
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
」
に
指
定
さ
れ
た
。「
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
」

は
、
質
の
高
い
が
ん
医
療
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
都
道
府
県
の
推
薦
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
病
院
で
、
地
域

の
が
ん
診
療
の
中
核
と
な
る
。
が
ん
の
手
術
治
療
、
抗
が
ん
剤
治
療
、
放
射
線
治
療
が
一
定
の
条
件
を
満
た
し
、
複
数
の
診

療
科
が
協
力
し
て
診
療
を
行
え
る
こ
と
や
、
緩
和
医
療
が
提
供
で
き
る
こ
と
な
ど
が
条
件
だ
。

　
「
拠
点
病
院
」
に
は
「
都
道
府
県
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
」
と
「
地
域
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
」
の
二
つ
が
あ
る
。

前
者
は
各
都
道
府
県
で
の
が
ん
医
療
の
中
心
的
な
役
割
を
担
う
病
院
で
、
鹿
児
島
県
で
は
鹿
児
島
大
学
病
院
が
平
成
18
年

に
指
定
を
受
け
た
。
後
者
は
18
年
以
降
、
20
年
ま
で
に
鹿
児
島
医
療
セ
ン
タ
ー
、
県
立
薩
南
病
院
、
県
立
鹿
屋
医
療
セ
ン

タ
ー
、
県
立
大
島
病
院
、
済
生
会
川
内
病
院
、
南
九
州
病
院
が
指
定
を
受
け
て
い
た
。
市
立
病
院
で
も
病
院
機
能
の
充
実
や

患
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
目
指
し
、
22
年
９
月
末
に
県
へ
申
請
書
類
を
提
出
し
て
い
た
。

　
「
拠
点
病
院
」
の
メ
リ
ッ
ト
は
①
質
の
高
い
が
ん
医
療
を
提
供
す
る
病
院
と
し
て
認
知
さ
れ
る
②
が
ん
患
者
の
増
加
が
見

込
ま
れ
る
③
が
ん
患
者
の
症
例
が
増
え
る
こ
と
に
よ
り
、
医
師
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
や
研
修
医
希
望
者
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る

―
な
ど
で
、
市
立
病
院
で
は
、
さ
ら
な
る
が
ん
診
療
の
確
立
を
目
指
し
、「
地
域
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
運
営
委
員
会
」
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を
発
足
さ
せ
、
緩
和
ケ
ア
研
修
会
や
全
医
療
職
種
を
対
象
に
し
た
研
修
会
・
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
な
ど
積
極
的
に
取
り
組
む
こ

と
に
な
っ
た
。

小
児
外
来
の
診
療
体
制
変
更

　

平
成
22
年
４
月
１
日
、
市
立
病
院
は
小
児
科
の
外
来
診
療
を
①
初
診
は
、
原
則
と
し
て
紹
介
患
者
の
み
と
す
る
②
再
診

は
、
専
門
外
来
と
す
る
③
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
で
の
診
療
は
、
２
次
、
３
次
疾
患
を
対
象
と
す
る
―
の
体
制
変
更
を
し
た
。

こ
れ
ま
で
風
邪
な
ど
比
較
的
軽
症
の
１
次
医
療
か
ら
生
命
に
か
か
わ
る
よ
う
な
３
次
医
療
ま
で
、
す
べ
て
の
患
者
に
対
応
し

て
き
た
。
し
か
し
、
県
内
の
小
児
科
医
不
足
が
深
刻
化
、
呼
び
出
し
や
時
間
外
勤
務
が
続
く
中
、
小
児
科
医
の
負
担
が
増

大
、
対
応
の
継
続
が
困
難
な
状
態
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
た
め
今
後
は
、
医
師
を
派
遣
す
る
大
学
の
協
力
の
も
と
、
地
域
の

医
療
機
関
と
の
連
携
・
役
割
分
担
を
図
る
こ
と
と
し
、
他
院
で
診
療
困
難
な
チ
ー
ム
医
療
を
必
要
と
す
る
疾
病
の
入
院
治
療

に
重
点
を
置
く
体
制
に
変
更
し
た
。
上
津
原
甲
一
院
長
は
「
通
院
中
の
患
者
に
は
必
要
に
応
じ
て
他
院
を
紹
介
す
る
な
ど
、

迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
努
め
た
い
」
と
語
っ
た
。

　

数
年
前
ま
で
12
人
い
た
小
児
科
医
は
17
年
度
９
人
、
20
年
度
７
人
と
減
少
。
一
般
外
来
の
ほ
か
①
血
液
・
悪
性
腫
瘍
（
小

児
が
ん
な
ど
）
②
循
環
器
（
心
臓
病
な
ど
）
③
内
分
泌
・
代
謝
（
ホ
ル
モ
ン
に
関
係
し
た
病
気
）
④
神
経
（
脳
性
ま
ひ
や
神

経
筋
疾
患
な
ど
）
―
の
４
つ
の
専
門
外
来
が
あ
り
、
１
カ
月
の
外
来
患
者
は
延
べ
約
８
３
０
人
で
、
負
担
が
大
き
く
な
っ
て

い
た
。
県
保
健
福
祉
部
の
デ
ー
タ
に
よ
る
と
、
県
内
の
小
児
科
医
は
平
成
20
年
12
月
時
点
で
、
１
７
７
人
。
小
児
人
口
１
万
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人
当
た
り
は
７
・
４
人
で
、
全
国
平
均
の
８
・
９
人
を
下
回
っ
て
い
た
。

「
小
児
救
急
」
も
拠
点
病
院
に

　

平
成
23
年
７
月
、
市
立
病
院
は
「
地
域
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
」
に
続
き
、
県
か
ら
「
小
児
救
急
医
療
拠
点
病
院
」
に

指
定
さ
れ
、
９
月
か
ら
本
格
的
な
受
け
入
れ
を
始
め
た
。

　
「
小
児
救
急
医
療
拠
点
病
院
」
は
、
夜
間
・
休
日
を
問
わ
ず
24
時
間
体
制
で
入
院
を
必
要
と
す
る
小
児
の
重
症
救
急
患
者

を
受
け
入
れ
る
、
県
が
指
定
す
る
機
関
で
あ
る
。
平
成
14
年
に
厚
生
労
働
省
が
、
全
国
的
な
小
児
科
医
不
足
に
対
応
す
る
た

め
に
と
っ
た
施
策
だ
。
鹿
児
島
県
で
は
16
年
４
月
、
鹿
児
島
市
医
師
会
病
院
が
指
定
さ
れ
、
小
児
科
の
救
急
外
来
を
受
け
入

れ
て
き
た
。
し
か
し
、
同
病
院
に
小
児
科
医
を
派
遣
し
て
い
た
鹿
児
島
大
学
病
院
が
22
年
12
月
、
小
児
科
医
不
足
な
ど
か
ら

派
遣
医
師
の
減
員
を
伝
え
て
き
た
た
め
、
市
医
師
会
病
院
は
「
当
直
の
小
児
科
医
の
不
足
に
よ
り
救
急
車
の
受
け
入
れ
が
困

難
と
な
り
拠
点
病
院
の
役
割
を
果
た
せ
な
い
」
と
し
て
、
23
年
３
月
県
に
指
定
返
上
を
申
し
出
た
。

　

鹿
児
島
大
学
病
院
小
児
科
、
市
医
師
会
、
市
小
児
科
医
会
が
市
立
病
院
へ
の
「
拠
点
病
院
」
の
移
行
を
推
挙
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
県
は
市
立
病
院
を
「
拠
点
病
院
」
指
定
す
る
方
針
を
決
定
。
市
立
病
院
は
「
小
児
重
症
患
者
の
受
け
入
れ
に
空
白

を
つ
く
っ
て
は
な
ら
な
い
」（
上
津
原
甲
一
院
長
）
と
要
請
を
受
諾
し
た
。
小
児
科
医
３
人
（
医
師
会
病
院
の
３
人
異
動
）、

看
護
師
６
人
を
増
員
、
９
月
１
日
か
ら
医
師
10
人
体
制
と
な
っ
て
、
24
時
間
毎
日
の
小
児
救
急
に
応
じ
始
め
た
。

　

市
医
師
会
病
院
が
「
拠
点
病
院
」
を
県
に
返
上
し
て
、
４
月
か
ら
８
月
ま
で
は
市
医
師
会
病
院
と
市
立
病
院
が
交
互
に
拠
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点
病
院
を
担
っ
た
。
市
立
病
院
の
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
へ
の
小
児
科
患
者
は
格
段
に
増
加
す
る
。
救
急
車
で
搬
送
さ
れ
る
小

児
科
患
者
も
４
月
か
ら
11
月
ま
で
に
２
３
４
人
と
、
前
年
の
77
人
に
比
べ
る
と
３
倍
の
増
加
に
な
り
、
拠
点
病
院
指
定
の
影

響
は
大
き
く
、
医
師
、
看
護
師
な
ど
の
さ
ら
な
る
充
実
も
課
題
と
な
っ
た
。




